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▼○中村芳信議員▽ 自由民主党議員連盟の中村芳

信でございます。ただいまから会派を代表して質問

を行いますので、執行部には明快な答弁をよろしく

お願いいたします。 

 まず、我が国の政府や多くの経済学者、マスコミ

は、国債を発行すると金利が上昇して、場合によっ

てはハイパーインフレに陥り、やがて債務不履行と

なって財政破綻するなどと傾動します。日本はこれ

まで長年国債を発行し、政府債務を積み上げてきま

した。しかし、政府の債務残高と長期金利の推移を

見てみると分かるように、金利は下がり続け、しか

も近年は超低金利の状態が続いています。マイナス

金利になった年もあります。 

 どうして日本の金利は上がるどころか低迷をして

いるのでしょうか。それについては、今のところ、

国債を購入できる民間貯蓄が潤沢にあるからだとい

うのが、政府や多くの経済学者の見立てで、財政制

度等審議会も2014年、財政健全化に向けた基本的考

え方の中で、諸外国と比較しても、歴史を振り返っ

ても、我が国の債務は、ほとんどほかに例を見ない

水準まで累増しているが、これまで家計が保有して

いる潤沢な金融資産と企業部門の資金余剰という国

内の資金環境を背景に、多額の新規国債と債務償還

に伴う借換え債を低金利で発行できているとしてい

ます。 

 また、国力としての防衛力を総合的に考える有識

者会議も、その報告書で、足元では貿易赤字が続く

とともに、長期的には成熟した債権国としての地位

も盤石である保証はない。資金調達を海外投資家に

依存せざるを得ない事態に備えることも念頭に置く

必要があると述べ、いずれ国内の民間貯蓄がなくな

り、国債を海外投資家に購入してもらわなければな

らない事態が来ると懸念をしています。 

 しかし、国債の発行が増えるせいで民間貯蓄が減

るなどということが本当にあるのでしょうか。実は

逆です。政府が国債を発行し、中央銀行から借り入

れを行い支出すると、支出先の民間企業の預金が増

えます。いわゆる政府の赤字財政支出により民間貯

蓄は減るのではなく逆に増えるのです。先年、コロ

ナ禍の中、政府は国民１人当たり10万円の定額給付

金を配り、私たちの銀行口座にその10万円が入って

きました。これこそまさに政府の国債発行によって

我々の貯蓄が増えたのです。 

 このように赤字財政支出が民間貯蓄を増やすのだ

とすると、国債の発行によりいずれ民間貯蓄がなく

なり、金利が上昇するなどということはあり得ない

ということになります。政府債務が積み上がって

も、国債の金利が上昇するということはないので

す。 

 また、政府がこれ以上国債を発行すると債務不履

行に陥って財政破綻するのでしょうか。 

 政府は、自らの需要に応じて国債を発行し、日本

銀行を通じて政府の日銀当座預金に数値を記帳させ

信用創造をすることで通貨を発行します。要するに

政府は日本銀行との共同作業で通貨を創造し、企業

や国民に供給をしています。 

 その際、日本銀行の政府に対する貸し出しは、民

間銀行の企業に対する貸し出しと同様、資金の制約

を受けるということはありません。しかも、銀行の

貸し出しとは違って政府の返済能力という制約を受

けることもありません。徴税権を有する政府は確実

な返済能力があるからです。加えて、変動相場制を

採用している日本で、円建て国債を発行できる日本

政府が財政破綻することはありません。 

 問題は、日本政府に資金調達の面での制約は一切

存在しないといっても、実物面での制約は受けると

いうことです。政府は通貨を発行して、その通貨で

必要な財やサービスを購入します。その際、その財

やサービスの供給には限界があります。例えば、政

府が米を購入するための資金を無限に出せるとして

も、米の生産は無限にはできません。このように、

政府は資金面の制約はなくとも実物面の制約は受け

ます。 

 では、政府が実物面の供給制約を無視して財やサ

ービスを購入し続けたらどうなるか。需要が供給を

上回りますのでインフレになります。要するに政府

には資金面での制約はないが、実物面での供給制約

はある。その供給制約を超えるとインフレになる。

つまり、財政支出の適正規模を判断する基準は財政

赤字や政府債務といった資金面の規模ではなく、イ

ンフレ率だということになります。 

 自ら通貨を創造できる国家には予算制約は存在し

ない。したがって、予算収支の均衡を基準とする健

全財政は不要となります。その代わりに財政は、国

債の発行が国民経済の実物面に与える影響を基準と

して運営をされなければならないということであろ

うと思います。 

 そして、財政の適正規模をインフレ率などマクロ
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経済状況で判断するのであれば、日本は過去30年近

くにわたってインフレどころかデフレだったので、

実物面での制約もなかったということになります。

言い換えれば、日本の財政支出は長期にわたって少

な過ぎたということであろうと思います。 

 知事、このような状況において政府が行うべき経

済政策とは何でしょうか。それは、給付金や減税に

よって国民の購買力を高めると同時に、原材料やエ

ネルギーなどの供給制約を緩和するための技術開発

やインフラ整備などを目的とした財政支出を行うこ

とではないでしょうか。 

 いずれにせよ、必要なのは積極財政であって、財

政健全化ではありません。これ以上、歳出削減や防

衛費や少子化対策での増税を行えば、国民の購買力

はさらに奪われ、供給制約を緩和するための企業投

資は抑制をされ、経済は一層衰退をします。経済が

衰退すれば税収も減少するので、財政赤字はさらに

拡大する。我が国は、この愚かな悪循環を過去30年

近くにわたって続けてきたのですから、いい加減に

方向転換をすべきだと考えます。島根県として、国

に緊縮財政ではなく積極財政を求めていくべきと考

えます。所見をお聞かせください。 

 ちなみに、この夏、国立科学博物館は、財政難か

らクラウドファンディングを始めました。今は独立

行政法人にさせられているとはいえ、かつては国立

であり、政府が責任を持っていた組織が、なぜその

ようなことをしなければならないのか、世も末で

す。 

 さて、政府は、この７月、財政健全化の指標とす

る国と地方の基礎的財政収支・プライマリーバラン

スについて、その黒字化を目標とする2025年度の収

支が、高い経済成長が実現した場合でも１兆3,000

億円の赤字となり、足元の税収は増えているもの

の、前回１月の想定より成長率が低めに推移すると

して、黒字化は26年度になるとの見立てを据え置い

たところです。次に政府の基礎的財政収支・プライ

マリーバランスについて伺います。 

 世界のどの国もそうですが、一国の経済主体は、

金融機関、非金融法人企業、家計、民間非営利団

体、一般政府、海外から成ります。そして、この６

者は、フローの面では黒字、赤字、ストックの面で

は資産、負債のやり取りをしています。つまり、誰

かの黒字は誰かの赤字、誰かの資産は誰かの負債、

誰かの債権は誰かへの債務というわけです。そのこ

とは、各経済主体の資金過不足を日銀の資金循環統

計によってグラフ化してみれば分かります。という

ことで、誰かが黒字になるためには誰かが赤字にな

らなければならない、誰かが純資産を増やすために

は誰かが純負債を増やさなけれぱなりません。その

反対もまたしかり。この６つの経済主体が同時に黒

字になったり、純資産を増やしたりすることは不可

能です。 

 今、政府は、2026年基礎的財政収支の黒字化を目

指して増税や歳出削減による緊縮財政を強化をしよ

うとしています。果たしてそうなれば、海外部門は

もともと経常収支が黒字のため既に赤字になってい

ますので、残る４部門のいずれかが赤字にならざる

を得ません。 

 政府が財政再建の指標としているこの基礎的財政

収支について、自民党の責任ある積極財政を推進す

る議員連盟が、昨年５月、政府は2025年度黒字化を

掲げているが経済を成長軌道に乗せることこそが、

財政を健全化させるとして、緊縮よりも歳出拡大の

必要性を訴え、その廃止を提言しています。知事に

は、この政府の基礎的財政収支・プライマリーバラ

ンスの黒字化についてどう感じておられますか、お

聞かせください。 

 次に、この春、経団連の十倉会長が、少子化対策

の財源について消費税の活用も含めて議論すべきだ

との認識を示していることについて、丸山知事は、

経団連の会長の言ってることを聞いていたら、日本

は滅びる、世も末と批判したところですが、実は、

その経団連が既に昨年６月、大きく政策転換をして

いたのです。 

 経団連のシンクタンク、21世紀政策研究所は、昨

年６月、「中間層復活に向けた経済財政運営の大転

換」とする報告書を提出しました。その問題意識

は、1990年代初頭のバブル崩壊とそれに続く金融危

機以降、我が国の経済は長きにわたり低迷してい

る。経済を成長軌道に戻すべく、政府の内外におい

て幾度となく成長戦略が取りまとめられ、それらに

基づいて経済財政運営を行ってきたが、経済成長率

はほかの先進国と比較しても大きく見劣りしてい

る。特に賃金がほとんど伸びていないことから、中

間層の衰退が著しく、かつての一億総中流社会から

は程遠い状況となっている。 

 これまで取りまとめられてきた成長戦略は、いわ

ゆるサプライサイドを重視するものであった。2001
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年の小泉政権が掲げた聖域なき構造改革がその最た

るものであり、公共サービスの民営化によって、民

間活力の発揮を目指したほか、生産性の向上や新た

な需要創出を企図して、規制改革、緩和を進めてき

た。こうした政策の理論的根拠として成長会計に基

づく分析があり、サプライサイドの構造改革を推し

進めることで、全要素生産性が高まり、経済全体も

成長するとの道筋を描いてきた。しかし、長期低迷

から抜け出せない状況が続いている。長期低迷から

脱し、経済を成長させ、国民生活を向上させていく

ためには、従来型の思考や学説にとらわれず、抜本

的な検討をしなければならないのではないかという

ことでした。 

 そして、その言わんとするところは、まず、需要

不足と中間層の衰退が悪循環を引き起こしており、

需要不足は弱い消費や投資機会の縮小といった形で

現れる。家計の経済状況が改善しない状況において

は、消費を拡大することは困難である。また、需要

が弱い中にあって、企業は国内で設備投資を行うイ

ンセンテイブに乏しいため、海外に活路を見出そう

とするが、それにより国内設備投資は停滞をし、さ

らなる需要の低迷を招くという悪循環の一因とな

る。 

 さらに、このような環境下では、賃上げによって

雇用者の維持、拡大に努めようというインセンティ

ブも働かない。こうしたマクロの需要不足が、中間

層の衰退につながるという悪循環を形成している。 

 こうした悪循環に陥ったのは、緊縮的な経済財政

運営の継続にある。民需が総じて弱い中、将来世代

へのツケを回さない財政健全化や持続可能な社会保

障制度改革の確立を名目に、政府支出を抑制し、増

税や社会保険料の引き上げも続けた結果、マクロの

需要を押し下げてきた。また、政府支出のうち、公

的セクターの賃金や雇用も抑制されてきたことが、

中間層の衰退にも拍車をかけた。 

 まずは、根本的な原因となっているマクロの需要

不足を打開すべく、財政ルールを見直さなければな

らない。これまで、財政破綻の懸念から、需要不足

の中でも財政健全化のため、歳出抑制や増税、社会

保険料の引き上げが進められてきたが、我が国のよ

うに、自国通貨建て国債を発行する国において、財

政破綻の可能性は極めて低く、需要不足の状況の中

ではむしろ十分な規模で財政出動をしなければなら

ない。政府が長期の計画に基づいて投資し続けれ

ば、企業も新たなイノベーション創出に向けて、国

内投資を加速させる。財政出動を起点に総需要の拡

大を確実に賃上げにつなげ、中間層の底上げを進め

ることも不可欠である。 

 一国のマクロ的な循環に限らず、国内の各地域に

おける経済循環の改善も課題である。財政支出によ

って各地に供給される資金が、その地域において循

環をし、経済成長していくことが望ましい。本社機

能の分散化、地元企業の経営支援拡大、地域金融機

関の役割強化等により、地域内の経済循環を改善さ

せていく必要がある。こうした一連の政策により、

これまでの需要不足と中間層衰退の悪循環から、需

要拡大と中間層の底上げの好循環へと移行させてい

く、というものです。 

 経団連は、古くは鈴木善幸鈴木内閣の第二次臨時

行政調査会会長を務めた土光敏夫以来、緊縮財政、

消費税増税、法人税減税、構造改革を推進する立場

を取り続けた経済団体でしたが、それからすると大

きな転換です。知事には経団連のこの提言について

どのような所感を持たれますか、お聞かせをくださ

い。 

 次に、少子化対策について伺います。 

 この６月、厚生労働省は2022年の人口動態統計を

発表しました。そのうち、女性１人が生涯に産む子

どもの推定人数は1.26、2005年と並んで過去最低。

生まれた赤ちゃんの数は77万747人、前年比４万875

人の減で、何と1899年の統計開始以来、初の80万人

割れになったということであります。 

 ちなみに島根県は、合計特殊出生率1.57、出生数

は4,161人でした。前年はそれぞれ1.62と4,415人。

ここ数年、我が国も島根県も少子化が加速をしてい

ます。 

 そのような中、国立社会保障・人口問題研究所に

よると、50歳まで一度も結婚したことのない人の割

合である 5 0歳時未婚割合は 2 0 2 0年時点で男

性28.3％、女性17.8％、30年前の1990年に比べる

と、男性は５倍、女性は４倍となっており、夫婦が

持つ子どもの平均数を表す完結出生児数は2015年

に1.94となり、30年前から大きく変わっていないと

いうことで、少子化の大きな要因が未婚者の増加に

あるということがうかがえます。 

 また、内閣府の少子化社会対策白書の男性の従業

上の地位・雇用形態別有配偶率を見ますと、正規の

職員・従業員では25歳から29歳で30％、30歳から34
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歳で59％になっているのに対し、非正規の職員・従

業員では25歳から29歳で12.5％、30歳から34歳

で22.3％となっており、それぞれ正規の職員・従業

員の半分以下であり、さらに非正規の職員・従業員

のうち、パート・アルバイトでは、25歳から29歳

で8.4％、30歳から34歳で15.7％で、正規職員・従

業員の４分の１程度となっているなど、雇用形態の

違いにより配偶者のいる割合が大きく異なっている

ことがうかがえるとしています。加えて、年収別に

見ますと、いずれの年齢層でも一定水準までは年収

が高い人ほど配偶者のいる割合が高い傾向にあると

しています。 

 また、厚生労働省がこの７月公表した国民生活基

礎調査によると、子育て世帯の平均所得は、2021年

に785万円で、全世帯の平均所得545万7,000円の1.4

倍、高収入の家庭ほど子どもを育てやすく、収入が

少ないと子どもを持ちにくいといった実態が浮き彫

りにされました。 

 要するに、お金があるから結婚でき、子どもも持

てるようになるということであろうと思います。 

 こうした中、この６月、政府は、鳴り物入りでこ

ども未来戦略方針を閣議決定したところです。この

方針、若年人口が急激に減少する2030代に入るまで

が状況を反転させることができるかどうかの重要な

分岐点であり、2030年までに少子化トレンドを反転

できなければ、我が国は、こうした人口減少を食い

止められなくなり、持続的な経済成長の達成も困難

となる。2030年までがラストチャンスであり、我が

国の持てる力を総動員し、少子化対策と経済成長実

現に不退転の決意で取り組まなければならない。と 

意気込みもよく、若い世代が結婚や子どもを生み、

育てることへの希望を持ちながらも、所得や雇用へ

の不安等から、将来展望を描けない状況に陥ってい

る。雇用の安定と質の向上を通じた雇用不安の払拭

等に向け、若い世代の所得の持続的な向上につなが

る幅広い施策を展開するとして、正しい課題認識を

持ちながら、その具体の取組であるこども・子育て

支援加速化プランとなると児童手当の所得制限の撤

廃や出産等の経済的負担の軽減、高等教育費の負担

軽減等々、ほとんどが既婚者のための子育て支援の

施策に費やされています。子育て支援が充実強化さ

れるのはよしとして、少子化のための対策となるに

は、方針が述べるように、若い世代が、人生のラッ

シュアワーと言われる学びや就職、結婚、出産、子

育てなど様々なライフイベントが重なる時期におい

て、現在の所得や将来の見通しを持てるようにする

こと、すなわち若い世代の所得を増やすことが必要

である、また、全国どの地域に暮らす若者、子育て

世代にとっても、経済的な不安なく、良質な雇用環

境の下で、将来展望を持って生活できるようにする

ことが重要であり、引き続き地方創生に向けた取組

を促進することなどが重要であると考えます。島根

県のような地方自治体が単独でできることではな

く、これらはあくまでも国政マターの話とは考えま

すが、他方で、島根創生の推進には島根県において

も少子化対策をより強化する必要があると考えま

す。このたびの政府のこども未来戦略方針を執行部

はどのように受け止めておられますか、改めて伺い

ます。 

 また、本県の少子化に関する対策の強化には財源

の確保が課題ではありますが、改めて若い世代の結

婚支援や子どもの福祉、医療費等の子育て世代の負

担を軽減する施策をどのように考えてい 

かれますか、お聞かせをください。 

 次に、中山間地域の問題について伺います。 

 まず、中山間地域の農村集落に対する基本的な認

識について伺います。 

 本年６月、食料・農業・農村基本法の見直しの指

針となる政府の食料・農業・農村政策の新たな展開

方向が示されました。現在、農林水産省は同法改正

の作業を鋭意進めています。 

 取りまとめに向けた食料・農業・農村政策審議会

基本法検証部会では、集落をみんなで継続・維持す

る考えは限界がある、選択と集中が将来的に必要と

なるといった趣旨の発言があり、多様な農業人材の

位置づけについても、多様なと言っているが、その

実態は現在の兼業農家。兼業農家は農業政策の軸に

はなり得ない。これらの者が農地の保全、管理を継

続する取組を進めるとの記述は、農地バンク、農地

の集積率目標というこれまでの構造政策に明らかに

反するといった発言もあったようです。 

 言われて久しい構造改革論者の言説ですが、今さ

らという気もします。農村は、農業生産に限らず、

住民の暮らしの場であり、地域社会そのものです。

文化や伝統が息づき、生活に潤いをもたらし、国士

の多様性を支えています。そうした視点に立てば、

農村を農業生産に貢献するかしないかという狭い視

野で捉えてしまうと、農村政策の縮小や否定につな
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がりかねません。 

 確かに、農地を集積し規模を拡大する農業を推進

していくことは大事で、専業農家が安定的に生産を

営める環境をつくることも基本です。しかし、それ

だけで農業、農村を維持することは困難だと考えま

す。農村集落は生産規模の大小や経済性だけで推し

量ることのできない価値があります。国士保全や里

山の美しい景観などの多面的機能を生み出す集落の

意義を改めて認識すべきです。農業生産や食料供給

にどれだけ役立つかといった一方的な視点だけでは

決して判断できないように思います。そして、何よ

り、多様な農業人材を育むことは結果的に専業農家

の育成に逆につながっていくと考えています。中山

間地域の農村集落に対する認識について、知事の御

所見をお聞かせください。 

 次に、本県の中山間地域対策は、平成11年２月の

議員提案による島根県中山間地域活性化基本条例の

制定を受け、いわゆる集落百万円事業を実施した中

山間地域集落維持・活性化緊急対策事業を皮切り

に、中山間地域元気な集落づくり事業や中山間地域

リーディング事業などを展開した第１期中山間地域

活性化計画に始まり、今日まで５期にわたって行わ

れてきました。 

 特に平成28年度からの第４期計画では、第３期計

画での取組成果を全県で展開をし、公民館エリア

（旧小学校区）を基本単位として、住民同士の話し

合いを通じて地域運営の仕組みづくりに取り組む小

さな拠点づくりを推進。全251公民館エリアのう

ち、半数以上のエリアで取組が開始されるなど、一

定の成果が得られたところです。 

 ところで、県は第４期計画において、小さな拠点

づくりの定義を中山間地域において、地域運営の担

い手不足が深刻化し、地域コミュニティの維持、買

い物など日常生活に必要な機能、サービスの確保が

困難になっている中で、公民館エリアを基本とし、

住民主体の議論を通じて地域運営、生活機能、生活

交通、地域産業の仕組みづくりに取り組んでいくこ

ととしました。 

 その上で、現行の第５期計画においては公民館エ

リアを基本単位として小さな拠点づくりを推進して

いくとしながら、人口規模が小さくなるにしたがっ

て、日常生活に必要な機能やサービスの維持、確保

が厳しい状況にあることから、今後は生活機能の確

保が急務な公民館エリアにおける課題解決に向けた

活動への着手と、活動の内容や範囲の拡大の取組に

対して重点的に支援していく必要があるとして、新

たに複数公民館エリアも基本単位とし、生活交通を

含む生活機能の確保に重点を置いた小さな拠点づく

りに努めるとしています。 

 確かに、第４期以降におけるこうした小さな拠点

づくりの取組により、ソフト対策における生活機能

や生活交通の確保を通じて、地域コミュニテイや、

いわゆる地域力の醸成は一定程度図られてきたと言

えます。しかしながら、肝心のハード整備を伴う準

公的な生活機能の確保ですが、これは、住民主体に

よる取組といったことだけでは問題の解決が難しい

ところがあります。 

 本県が目指す公民館エリアを基本とした小さな拠

点づくりですが、この公民館エリアの251地区はお

おむね昭和の合併当時の旧市町村の区域であると考

えられます。問題は、ハード対策、基盤整備対策の

視点から見たとき、その251エリアのうちに県が想

定する日常生活に必要な機能、サービスが集積する

基幹集落たり得る役割を果たし得る集落がどのくら

いあるかということです。決して多くはないであろ

うと想像できます。先年の執行部の小さな拠点づく

りに向けた実態調査からも、そのことが示されてい

ます。かといって公民館単位の中心集落などに日常

生活に必要な機能、サービスを集積化、集約化する

ことも、これもまた実際には困難で現実的ではあり

ません。 

 そうした中、現行第５期計画の中間年に当たる昨

年、執行部においては、これからは、これまでの住

民主体の取り組みに加えて、行政が、より関与しな

がら平成の合併前の旧市町村を基本単位として、そ

こにおける医療・介護、買物、燃料、金融等の生活

機能を維持、確保し、周辺地域もこの機能をうまく

利用する対策を実施、県は市町村の方針を踏まえ、

協力、連携して、旧市町村単位の医療・介護、買

物、燃油、金融等の生活機能の維持、確保に取り組

む方向性が示されました。誠に困難な課題でもあり

ますが、大きな施策の転換です。評価したいと思っ

ています。改めてその意図をお聞かせください。 

 また、これまでのこうした議論の中で、常に気に

なっているのが小さな拠点づくりという用語の分か

りづらさです。それは、さきにも触れましたよう

に、県が、第４期計画において小さな拠点づくりの

定義を、中山間地域において、地域運営の担い手不
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足が深刻化し、地域コミュニティの維持、買物など

日常生活に必要な機能、サービスの確保が困難にな

っている中で、公民館エリアを基本とし、住民主体

の議論を通じて、地域運営、生活機能、生活交通、

地域産業の仕組みづくりに取り組んでいくこととし

たことで、ソフト対策である住民を主体とした地域

運営の仕組みづくりとハード対策である生活諸機能

の基盤整備を同時に位置づけていることからくるの

ではないかと考えています。 

 そこで、第６計画の策定に当たり、住民主体の地

域運営の仕組みづくりについては、中山間地域の持

続可能なコミュニティづくりと定義をし、また、生

活諸機能の維持、確保のための基盤整備は小さな拠

点づくりと定義してはどぅかと考えます。そして、

小さな拠点には一極集中型と分散型とがあると整理

してもよいのではないかと考えます。執行部にはい

かがお考えかお聞かせをください。 

 次に、イギリスのニューエコノミクス財団は、地

域の経済について、その独特の漏れバケツ理論にお

いて、問題は地域に入ってくるお金が少な過ぎるこ

とではないとして、幾らお金を地域に引っ張ってく

るか、落とすかではなく、地域からのお金の流出を

減らすこと、つまり、一旦地域に入ったお金を、反

対に、どれだけ地域内で循環し、滞留させるかが大

切であるとしています。 

 この点においての本県のこれまでの歩みもまた現

在の歩みも、稼げるまちづくりということで、価値

を生み出すまちづくりや人が訪れるまちづくりを目

指しながら、いかに地域にお金を持ってくるかのほ

うに注力し、いかに地域から出ていくお金を減らす

かについてはあまり考えてこなかったように思いま

す。 

 今、中山間地域では急激な人口の減少と高齢化、

そして、急速に地域活力の低下が進んできていま

す。持続可能な中山間地域づくりのためには地域の

暮らしを支える経済の構造を強化することが求めら

れています。 

 従来、中山間地域経済の振興、発展には、域外へ

の１次・２次産品の販売や観光振興、あるいは企業

誘致等、いわゆる地域の外からお金を獲得する仕組

みづくりに力が注がれてきました。 

 しかし、その前にやっておかなければならないの

は、地域で稼いだお金を地域の中で還流させる、い

わゆる地域内経済循環を図ることで、中山間地域の

経済構造を強化しなければならないということだろ

うと考えます。 

 私たちの中山間地域は、ふだん、様々な商品、サ

ービスを域外から大量に調達しており、域外からの

商品、サービスの購入額が域外からの収入を上回る

エリアがほとんどです。内閣府の地域経済分析シス

テムで県内市町村の現況を見ても、そのことがはっ

きり見て取れます。 

 地域内経済循環の仕組みづくりとは、平たく言え

ば、地域内で消費される財・サービスの供給を地域

内で創出するととともに、地域内で生産される財・

サービスの消費を地域内で喚起することで、まず地

域内の経済循環を促進することです。 

 今、本県に求められているのは稼げるまちづくり

といった産業論の前に中山間地域経済の好循環のた

めの基盤づくりであると考えています。執行部の所

見を求めます。 

 次に、既に世間では終わったものとなっている、

そんな雰囲気のある新型コロナウイルス感染症につ

いて伺います。 

 改めまして、医療関係者の皆さん、そして行政の

御尽力に敬意を表する次第です。 

 政府は、本年２月、新型コロナウイルス感染症法

上の分類を５類に引き下げることとし、５月８日か

ら実施をしました。新型コロナウイルスは、それま

で新型インフルエンザ等対策特別措置法の対象とし

て、政府や都道府県のコロナ対策本部の設置、緊急

事態宣言、まん延防止等重点措置の根拠となってお

り、その感染力は強く、この夏、第９波に入ったと

言われたように、今後も流行を繰り返し、医療を逼

迫させる可能性がある中で、５類となれば対象では

なくなり、この先どうなるか大いに懸念をされたと

ころです。 

 具体的には、２月議会における答弁において、診

療が可能となる全ての医療機関での施設・設備のゾ

ーニングの難しさや診療報酬加算がなくなることに

よる医療機関の発熱外来診療停止などによって医療

へのアクセスが制限されかねないこと、あるいは高

齢者施設、医療機関、障がい者施設、特別支援学校

などハイリスクな方々が入所し、通っている施設へ

の重点的な感染対策は今後どうなるか、また、患者

ごとの発生届がなくなることによる高齢者等の重症

化リスクの高い方々の詳細な情報把握や必要な対策

が困難になること等々が懸念をされていたところで
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す。 

 また、５類移行後は、濃厚接触者が特定されず、

感染リスクが高まるおそれがあり、死亡者数も把握

されず、感染の実態がつかめなくなっています。 

 こうした懸念事項を含め、５類移行後における本

県の状況と今後の課題認識についてお聞かせをくだ

下さい。 

 最後に、県公安委員会におかれましては、７月12

日、金崎智枝公安委員が委員長に就任をされまし

た。金崎委員長におかれましては、これまでの経験

を生かされて御活躍されることを期待をしていま

す。公安委員長就任に当たっての所信をお聞かせい

ただきたいと思います。以上をもちまして、私の質

問を終わります。どうもありがとうございました。

（拍手） 

▼○議長（園山繁）▽ 丸山知事。 

 〔丸山知事登壇〕 

▼○知事（丸山達也）▽ 中村議員の代表質問にお

答えをいたします。 

 最初の御質問は、島根県として、国に緊縮財政で

はなく積極財政、これへの転換を求めていくべきと

いうお考えについての私の所見についてでありま

す。 

 新型コロナによります営業不振、また、借り入れ

の増加などが残る中で、エネルギー価格や物価高騰

が続き、この企業活動、また県民生活につきまして

は大変厳しい状況が続いております。 

 また、県内におきましては、高規格道路のミッシ

ングリンクの早期解消や、激甚化、頻発化します豪

雨災害への対応など、防災、減災、国土強靱化のた

めの早急な対応、インフラ整備が求められる事業が

数多く残されてる状況にございます。 

 こうした中では、国民の暮らしを守り、経済を立

て直していくために、この経済状況、また地域の状

況に応じた迅速な政府の財政出動が必要であるとい

うふうに考えてるとこでございます。 

 先日も政府に対しまして、エネルギー価格の引き

下げに向けた対策の継続、充実や、この最低賃金

に、特に中小零細企業が対応できるような環境の整

備、そして、防災、減災、国土強靭の推進に必要な

予算の確保などを緊急要望として求めてきたとこで

ございます。 

 一方で、財務省によりますと、我が国の財政は、

この一般会計において、歳出が税収を上回る状況が

続いておりまして、その差が、国債によって賄われ

ている状況にあり、国、地方の長期債務残高は、令

和４年度末で1,244兆円、ＧＤＰ対比の2.2倍に達す

る見込みであり、この債務残高の対ＧＤＰ比も、主

要先進国の中で最も高い数字になってるという状況

にございます。このような財政状況をどういうふう

に評価するかということについては、中村委員か

ら、るる、お考えがあったとこでございますが、安

定的な国家運営、財政運営を行っていくということ

のためには、この積極財政だけではなく、財政健全

化の取組も着実に進める必要があるというふうに私

は考えてるとこでございます。 

 国においては、中長期的な視点に立って、経済成

長と財政の健全化の両立を図りながら、必要な分野

に対しましては、機動的かつ積極的な施策を進めて

もらう必要があると考えてるとこでございます。 

 次に、政府の基礎的財政収支（プライマリーバラ

ンス）の黒字化についての認識、所感についてであ

ります。 

 日銀の資金循環統計におきましては、この企業、

家計、政府といった経済主体ごとに、金融資産や負

債の動きをまとめられておられます。委員から御紹

介がございましたとおり、この統計は、政府の借

金、赤字部分を全体としてどういう部門が賄ってい

るのかということについて、特定の年の資金の動き

などが対比できるものでございます。 

 政府のプライマリーバランスの黒字化につきまし

ては、政府が６月に示しました骨太の方針におきま

して、財政健全化の旗を下ろすまいとする一方で、

その黒字化する時期の目標というのは、昨年度に続

いて明記をされなかったとこでございます。 

 そして、経済をしっかり立て直し、そして、財政

健全化に向けて取り組んでいくというふうにもされ

ているとこでございます。これらは、あくまでも成

長と分配の好循環が回るようになってから実現する

という政府の従来の姿勢を維持するというふうに受

け取めているとこでございます。国においては、中

長期的な視点に立って、経済成長と健全化の両立を

図りながら、財政運営が行われるものと考えている

とこでございます。 

 次に、経団連の中間層復活に向けた経済財政運営

への提言についての所管についてお答えをいたしま

す。 

 議員から御紹介いただきました、昨年６月に公表
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された報告書、中間層復活に向けた経済財政運営の

大転換におきましては、経済が長期にわたって低迷

する要因を、緊縮的な財政運営により成長に必要な

財政支出がなされず、国内マーケットが縮小し、設

備投資が海外に流出したことにあるというふうにさ

れております。 

 そのために、デジタル化やグリーンなどによる社

会変革を推進するための積極的な投資をすること、

東京への一極集中を是正し、本社機能の地方移転

や、地域企業、自営業者の経営支援などの地域経済

の活性化を図ることなどが重要であるとされ、日本

を成長軌道に戻し、中間層を復活させるため、新た

な経済、財政運営にかじを切らなければならないと

いうふうに提言をされております。 

 この報告書の現状分析や、政策の在り方について

の提言につきましては、日本のこの課題解決に向け

た方向性を提示するものであるというふうに受けと

めているところでございます。 

 しかしながら、今年の５月22日には、その経団連

の会長は、この異次元の少子化対策の財源として消

費税を排除すべきではないというふうに発言をして

おられるとこでございます。少子化対策を拡充する

財源として、逆進性が高いと言われる消費税を引き

上げれば、子育て世代を含めた中間層の復活という

のは、いわば夢のまた夢となります。こうしたこと

から、残念なことに、この経団連の提言につきまし

ては、経団連の会長には採用されていないというふ

うになっているというふうに考えてる●   ●わ

けでございます。 

 議員からは、中曽根内閣だったと思いますけど、

第２次委員長の土光敏夫さんのお話もありましたけ

ども、あの当時の経団連の会長さんというのは、戦

後もう、上の年代の方々が、敗戦による公職追放

で、サントウジュウヨクと言われながら、若年にし

て企業経営に乗り出され、そして、日本の敗戦か

ら、世界第２位の経済大国になるまでの日本経済を

牽引された企業経営者の代表が土光さんでありま

す。 

 その時代というのは、御自身の企業もそうですけ

ども取引先の企業、下請まで含めて、大きな企業が

取引先を含めて、雇用なり、この事業を守っていく

という認識の下で経営をされてこられましたので、

大きな企業の経営者ではありましたけれども、日本

経済を、中小企業等なども含めていかにあるべきか

ということについて、明確な見識もお持ちでした

し、責任感もお持ちだった。つまり、経団連の会長

さんというのは財界●ソウビ●と言われるにふさわ

しい、そういう方々だったと思いますけども、現在

は残念ながら、経団連というのは比較的会費も高

く、規模の大きい企業しか実は入れません。今の立

派な方々というのは、バブル崩壊後の厳しい経済環

境を乗り越えられた方々ではありますけれども、自

分の企業をいかに守っていくかということについ

て、卓越した手腕を発揮された方々というふうには

認識をいたしておりますけども、日本経済を全体ど

うしていくかというふうなことについて、経団連か

らそういう観点で発信がなされると、昔のような日

本経済全体を見据えた、このべき論が出てくるとい

う幻想を我々は捨てなきゃいけないと。経団連の会

長さんですから、当然経団連の会員企業にとって何

が必要かということを一生懸命仕事されてるという

ふうに取られるべきだと思っておりまして、残念な

がら、今そういう状況にあるのではないかというふ

うに私は受けとめているとこでございます。 

 次に、こども未来戦略方針の受け止めと、若い世

代の結婚支援、また、子どもの福祉、医療費などの

子育て世代の負担を軽減する施策について、その在

り方についての所見についてお答えいたします。 

 この、こども未来戦略方針においては、基本的な

考え方として、子育て世代の所得向上のための経済

成長、これと併せて、次元の異なる少子化対策、こ

の２つを車の両輪として進めていくこととされてお

ります。 

 若い世代が結婚や子育てをためらうのは、所得や

雇用への将来不安という課題が大きいわけでござい

ます。この少子化を反転させるためには、若い世代

の所得や、若い世代が望む雇用の場を増やすことが

必要でございますので、政府には、こうした方針に

沿ってしっかりと取り組んでいただきたいと考えて

おります。 

 一方で、教育に関して申し上げますと、大都市圏

では、大学の附属校や中高一貫校に入るために、小

学校から塾に通うといったことが常態化しつつある

ことが、子どもの教育費に要する経済的負担を大き

くし、私は、これが少子化を、大都市圏における少

子化を進めるようになってるというふうに考えてお

ります。こういったことの解消には、中身が増え過

ぎている学習指導要領や、どんどん難しくなってる
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大学受験の仕組みなどの抜本的な見直しが必要であ

ると、私は考えておりますけども、こども未来戦略

方針には、文部科学省所管の内容というのは入って

いないわけでございますので、一切触れられていな

いいう残念な状況にございます。 

 また、方針に盛り込まれました子ども・子育て支

援加速化プランにおきましては、児童手当の期間の

延長ですとか額の拡充などの、子育て世帯への支

援、経済的支援の強化が盛り込まれておりまして、

これは大きな前進であるというふうに評価いたして

おります。 

 ただ、これらの実施に要する財源確保について、

所得税の扶養控除の見直しや、社会保険料への上乗

せを想定した、この逆進性が高いと見込まれる新た

な支援金制度の構築が検討されることになっており

ます。 

 これらによって、今申し上げた経済的支援が相殺

されるということが大いに懸念されるとこでもござ

います。 

 少子化の背景には、将来に向けた経済的な不安、

厳密に言うと、議員が御指摘になりました婚姻率

が、正規雇用なのか非正規雇用なのか、臨時的雇用

なのか、顕著に数字が違ってる、そして、子育てを

されてる所帯とされてない所帯の所得が大きな差が

あるということ踏まえると、将来不安というより

は、もう現在の不安、現在の生活での不安も含め

て、そういった不安の解消、そして、教育費の負担

や、婚姻数の減少など、様々な要因が絡み合ってお

りますので、政府にはこの今回決められた加速化プ

ランの実施とともに、少子化の反転につながる施策

を引き続き幅広く検討して取り組んでいただきたい

というふうに考えているとこでございます。 

 次に、島根県として、若い世代の結婚支援や、子

育て世代の負担を軽減するための施策についてのこ

の考え方についてお答えいたします。 

 結婚支援につきましては、これまでも、縁結びボ

ランティアはぴこの皆様の活動支援や、高校生、大

学生、社会人を対象としたライフプランの設計講座

の開催など、取組を行ってきたとこでございます。 

 出会いの場の創出につきましては、市町村におき

ましても様々な取組を実施をしていただいておりま

すので、これらと連携を強めて、さらに工夫しなが

ら取組を進めていきたいと考えております。 

 子育て世代の負担軽減につきましては、例えば子

ども医療費の助成につきましては、交付金によりま

して、市町村とともに県内全域で、小学校６年生ま

での助成を実施する、拡大するなど、取組を進めて

きたとこでございます。 

 県民の皆様からは、この分野での御要望として

は、子ども医療費の助成の対象年齢の拡大ですと

か、保育料の軽減をさらに拡大をすること、また、

学校の給食費の軽減などを、様々な御要望があると

こでございますけども、当然ながら、その財源、対

応できる財源には限りがあるとこでございます。 

 また、こうした様々な事業につきましては、この

市町村から子育て世代の皆さんに助成する仕組みと

いうふうになりますので、実施をするには県と市町

村が財源を含めて、協力して取り組むことが必要に

なります。 

 今後、政府が進められます異次元の少子化対策な

どの動向にも注意しながら、この用意できる財源や

各市町村で既に実施されてる取組や、今後、どうい

う分野を充実していこうかといった方針を踏まえな

がら、県議会の皆様の御意見を伺って、市町村とと

もに、優先順位を含めて検討していきたいというふ

うに考えてるとこでございます。 

 最後に、中山間地域の農村集落に関する認識につ

いてであります。 

 中山間地域の農村集落は、農業生産による食料供

給だけではなく、県土、国土の保全、美しい景観の

保持などの様々な機能を有しておりまして、その機

能を通じて、県民の暮らしを支える重要な食料供給

以外の役割を担っていただいてるとこでございま

す。農地を守り、集落を維持していくには、まず

は、中山間地域におきましても、安定した農業経営

が成り立つことが重要でございまして、水田園芸や

有機農業など、収益性の高い農業生産の拡大や、コ

スト削減の取組を支援するなど、農家の経営改善を

進めているとこでございます。 

 また、中山間地域では、急傾斜であったり、ま

た、広いのり面などへの厳しい条件の農地が多い中

で、畦畔や道路、水路の維持管理につきましては、

担い手農家だけではなく、それ以外の農家や集落の

住民の方々が協力して取り組む必要がございまし

て、県としても、政府の制度であります中山間地域

直接支払制度や、多面的機能支払い制度によりまし

て、支援をしているとこでございます。 

 議員から御指摘をいただきましたとおり、基本法
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の見直しの中で、多様な農業人材に対して、一部有

識者から否定的な意見が出たことは承知をいたして

おりますけれども、これは、担い手農家だけでは、

この中山間地域の営農が成り立たないという、この

実情を十分に理解されていない意見であるというふ

うに受けとめております。 

 県では、中山間地域の営農が維持されるよう、よ

り多様な担い手として、定年帰農者や半農半Ｘの実

践者などの確保育成を進めておりまして、こうした

方々について、規模拡大や専業化、集落営農へのオ

ペレーターとしての参加など、農業と農村集落、こ

の両面での担い手として活躍をしていただけるよう

支援をしているとこでございます。引き続き、県と

いたしましては、この専業の農家以外の多様な担い

手の確保、育成を含めて、中山間地域の農業農村の

維持、発展に必要な人材の確保に取り組んでいく考

えでございます。私からの御答弁は以上でございま

す。 

▼○議長（園山繁）▽ 藤井地域振興部長。 

 〔藤井地域振興部長登壇〕 

▼○地域振興部長（藤井洋一）▽ 初めに、中山間

地域の生活機能維持確保のための施策の意図につい

てであります。 

 議員から御紹介がありましたように、今年の２月

定例会におきまして、小さな拠点づくりの今後の方

向性として、これまで市町村と連携して進めてきた

公民館単位を基本とする住民主体の取組については

継続しつつ、今後は生活機能の確保に直結する取組

について、行政がより関与しながら、旧市町村単位

の生活機能を維持確保し、周辺の地域もこの機能を

利用するための対策を検討し、できることから実施

していくことをお示しさせていただきました。 

 昨年度、実証しました中山間地域住民生活実態調

査では、調査に御協力いただいた約７割の方が、居

住地である平成の合併前の旧市町村内の医療機関、

スーパーや商店、ガソリンスタンドなどの施設を利

用していること、一方で、将来５年後に、居住地域

において公共交通機関や医療機関、食料品店が心配

なく利用できるか不安と感じている人の割合が高い

ことが明らかになりました。 

 また、実際に、中山間地域の生活機能の確保状況

を旧市町村単位で見ると、日常生活に必要な生活機

能を担う施設等が１か所、あるいはない地域も多く

見られる状況となっております。こうした状況を踏

まえまして、市町村の御意見もお聞きし、今後も中

山間地域で生活する上で重要な医療、買物等の生活

機能を、住民に最も身近な市町村の方針を踏まえ

て、将来にわたり維持し、住民がサービスを利用、

利用できる環境整備が必要であると判断したもので

あります。 

 この方向性に沿いまして、今年度当初予算におい

て、中山間地域のガソリンスタンドの改修費等を支

援する、市町村への補助制度を創設したところで

す。 

 このたび、この制度創設を受け、ガソリンスタン

ドの閉鎖が続いた飯南町において、将来にわたり、

町民が生活していく上で必要な燃料供給の機能をど

のように確保していくのか、庁内でしっかりと議論

され、町として事業者に一定の支援を行い、必要な

生活機能を確保する方針を定められたことから、県

としても、この定例会に必要な補正予算案を提出さ

せていただいております。 

 今後も人口減少が進む中山間地域におきまして、

安心して住み続けることができるよう、市町村の方

針を踏まえて、協力、連携して取組を進めてまいり

ます。 

 次に、小さな拠点づくりの定義、及び、小さな拠

点を一極集中型と分散型に整備することについてで

あります。 

 県では、平成28年度からの第４期中山間地域活性

化計画において、公民館エリアを基本とし、住民同

士の話し合いを通じて地域運営の仕組みづくりに取

り組んでいくことを小さな拠点づくりと定義し、住

民主体の取組を進めてまいりました。また、県の小

さな拠点づくりは、必ずしも機能の１点集中を目指

すものではなく、地域の実態に応じて、小規模分散

型の機能サービスを交通手段でつないでいく方法も

有効であることに留意して、取組を進めておりま

す。 

 一方で、国における小さな拠点とは、小学校区な

ど複数の集落が散在する地域において、商店や診療

所などの日常生活に不可欠な施設機能や、地域活動

を行う場所を集約、確保し、周辺集落とコミュニテ

ィバス等の交通ネットワークで結ぶことで、人々が

集い、交流する機会が広がっていく集落地域の再生

を目指す取組とされています。 

 このように、県の小さな拠点づくりとは、必ずし

も機能の集約を目指すものではなく、住民主体によ



－11－ 

る地域運営の仕組みづくりを行う取組で、ソフト事

業に重きを置いたもの、国の小さな拠点とは、施設

機能を集約する取組で、ハード事業に重きが置かれ

たものと、同じ小さな拠点でもその意味が異なって

いることも議員が御指摘されております小さな拠点

づくりの分かりづらさにつながっているものと考え

ております。 

 一方で、県内の地域運営組織では、小さな拠点と

いう要望を、組織名に入れているところもあるな

ど、県民の皆様に一定程度浸透している状況もあり

ます。議員から御指摘の小さな拠点づくりには、

様々な受けとめや御意見があることは承知しており

ますので、市町村や関係者の意見も踏まえまして、

次期中山間地域活性化計画の策定を進める中で検討

してまいります。 

 最後に、中山間地域において地産地消などを推進

し、地域内の経済循環を促進することについてであ

ります。 

 地域内で生産し、消費するという、地域内での経

済循環を一つでも多く起こすことで、多くの資金が

地域内に残り、最終的に中山間地域経済の好循環に

つながると考えています。このため、県では、地産

地消を進める取組としまして、市町村と協力した有

機農産物や、美味しまね認証産品の給食メニューへ

の取り入れや、県内スーパーなどでの販売コーナー

の設置の促進、県産原材料の調達を拡大し、販路拡

大に取り組む食品製造事業者の商品開発の取組への

助成や、関係機関が連携した事業者への伴走支援、

県産木材を積極的に使用する建築士や工務店の認定

制度の運用や、県産木材の使用割合に応じた認定工

務店への助成などに取り組んでおります。 

 また、地消地産を進める取組としましては、地域

の脱炭素化を推進するため、市町村と連携した太陽

光や木質バイオマス、小水力などの再生可能エネル

ギー設備の導入支援などを行っております。 

 議員から御提案がありました。地域内の経済循環

をさらに進めることにつきましては、市町村や県議

会等の御意見もお聞きしながら、どのような取組が

できるのか研究してまいります。 

▼○議長（園山繁）▽ 安食健康福祉部長。 

 〔安食健康福祉部長登壇〕 

▼○健康福祉部長（安食治外）▽ 新型コロナウイ

ルス感染症５類移行後の状況及び今後の課題認識に

ついてであります。 

 まず、県の医療提供体制につきましては、診療報

酬や病床確保料が縮小された中でも、５類移行前を

上回る数の診療所及び病院の御協力をいただき、コ

ロナ診療に対応していただいております。また、発

生届がなくなることで、高齢者等の重症化リスクが

高い患者さんへの対応が懸念されておりましたが、

各診療所においてしっかりとサポートしていただい

ており、入院が必要な場合には、診療所と病院で調

整していただいております。 

 次に、高齢者施設における対応につきましては、

これまでに保健所や、ＤＭＡＴが支援を行ったり、

施設の嘱託医さんなど、多くの医療機関の御協力が

得られたことにより、施設の対応力が上がり、施設

内で療養可能なところが増えております。また、検

査キットを活用した効果もあって、施設内で患者が

発生した場合にも感染拡大が抑えられております。 

 次に、感染者数や死亡者数などの全数把握ができ

なくなり、また、陽性者や濃厚接触者への外出自粛

要請ができなくなりましたが、定点把握による感染

の動向や診療制限の状況などを、県民の皆様に定期

的にお知らせするとともに、適切なタイミングで注

意喚起を行ってきたところです。 

 こうした医療機関の皆様の御尽力や高齢者施設等

における感染対策の取組、また、県民の皆様が感染

対策に取り組んでいただいたことで、６月以降の感

染拡大におきましては、５類以降時に懸念をしてお

りました医療逼迫が生じるような状況には至ってお

りません。 

 今後は、自律的な通常の医療への円滑な移行を目

指すこととしておりますが、冬に再び感染拡大が想

定される中で、いかに医療逼迫を回避しながら移行

させていくのかが課題であります。県としまして

は、市町村、医師会等の関係団体の御協力をいただ

きながら、外来診療に対応していただく診療所をさ

らに増やし、入院についても、引き続き診療所と病

院の間で円滑な受け入れが行われるよう取り組むと

ともに、高齢者施設においても、さらに、対応力、

能力を向上していただけるよう取り組んでまいりま

す。 

▼○議長（園山繁）▽ 金崎公安委員会委員長。 

 〔金崎公安委員会委員長登壇〕 

▼○公安委員会委員長（金崎智枝）▽ ７月12日付

で、公安委員会委員長に就任いたしました金崎でご

ざいます。重責を担うこととなり、身の引き締まる
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思いでございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 私は、これまで教育現場に身を置いてまいりまし

た。子どもたちを取り巻く環境は、ネットの普及な

どにより、目まぐるしく変化し、手元に届く莫大な

量の情報を適切に選択、活用する力の育成も重要課

題となっており、近年は、その対応にも力を注いで

まいりました。そのような経験も踏まえ、責任を果

たしていきたいと考えております。 

 島根県警察におきましては、昨年度は県警の粘り

強い捜査によって、預貯金詐欺などの特殊詐欺で県

内に入った被疑者を、全て検挙するなどの成果を上

げています。また、交通事故の発生件数は低い水準

を維持しています。一方、社会情勢の変化により生

じる治安上の課題は、多様化、広域化し、特殊詐欺

被害や高齢者が関係する交通事故、ＤＶやつきまと

い事案などへの対応、また警戒の空白を生じさせな

いための組織運営など、さらなる対応が必要となっ

ております。これらの社会情勢に適応して、県警察

の組織力が最大限に発揮されるよう、県民目線で警

察を管理、支援する立場から、委員長としての所信

の一端を申し述べます。 

 １つ目は、県民の困り感の的確な把握についてで

す。 

 特殊詐欺やＳＮＳによる犯罪被害、高齢者が関わ

る交通事故などについては、警察の継続的な取組に

もかかわらず被害が発生しているのが現状です。警

察の取組を、より効果的なものとするため、高齢化

や過疎化、情報化、災害の多様化などにより生じて

いる県民の困り感を、県民目線で把握し、情報発信

や啓発活動の在り方について発言をしてまいりたい

と思っております。 

 ２つ目は、時代の要請に応える人材の育成につい

てです。 

 警察には、警察官をはじめ、警察事務、情報処

理、警察科学、少年補導など多くの職種があり、地

道な訓練や教養が実施されています。さらに、外部

との連携により、先端技術や心理学分野などにおい

て、知見を広げ、対応力を高める取組も進められて

います。私たち公安委員もそれぞれの立場や経験を

生かし、時代の要請に応えることのできる人材育成

への支援をしてまいりたいと思います。 

 ３つ目は、職員が大切にされる職場づくりについ

てです。 

 創造的な仕事の実現は、仕事を遂行する職員の組

織が健全に保たれていることが大前提です。昼夜問

わず緊急対応に備えなければならない、常に緊張感

を伴う警察の職場において、心身の負担軽減やハラ

スメントへの対応は重要課題です。ワークライフバ

ランス、相談体制の確立など、何よりも、 

職員が大切にされる職場を目指して、公安委員会と

しても配慮してまいります。以上、委員長としての

所信の一端を述べました。 

 今年５月に開催されたＧ７広島サミットには、広

島県警からの援助要求に応え、島根県警の多くの警

察官が現地で警備に当たりました。厳しい任務であ

ったであろう現地の様子を、使命感と達成感に満ち

た爽やかな表情で語る若い警察官を大変頼もしく感

じたところです。 

 パンデミックやＡＩの進化などがもたらす時代の

本流にあっても、島根県警の強くしなやかな警察、

のスローガンの下、温かい血の通った人間味あふれ

る県民のための島根県警察であってほしいと願って

います。公安委員会といたしましても、できる限り

現場に足を運び、警察業務の把握と激励を心がけた

いと思います。議員の皆様をはじめ、県民の皆様に

は公安委員会と県警察に対し一層の御理解と御協力

を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げま

す。 


